任意団体 マールス福祉ネットワーク協議会   
会　則

（名　称）

第１条  本会は、「マールス福祉ネットワーク協議会」と称する。

　　　　本会の事務局を〒701-1152 岡山県岡山市北区津高140番の3 コザッ　　　

　　　　クス807号に置く。
（目的及び組織）

第２条  本会は、介護施設向け訪問理美容事業とサロン経営及び施設児童等への芸術教育（アートラボ）を行うマールス合同会社（岡山市北区横井上211-2）の定款営利事業に類さない在宅施術、人材養成、用品開発、災害支援、福祉文教に資するボランティア活動等をマールス合同会社ならびに広く社会からの要請や委託によって行う、非営利任意団体である。
　　一、本会は、岡山県内における在宅外出困難者への訪問理美容を普及させ
　　　　ることを目的とする。

　　二、本会は、在宅訪問理美容を通じ、広く地域福祉について連携ネットワ
　　　　ークを敷くことを目的とする。
　　三、本会は、福祉理美容による災害等被災地支援を全国規模で行うことを　　

　　　　目的とする。
　　四、本会は、上記活動をより深化させ社会に大きく貢献するための、NPO　

　　　　法人格取得、ならびに福祉訪問理美容師養成機関設立を目的とする。
　　五、本会は、芸術による文教福祉を行うことで、社会的弱者の社会参加を

　　　　促進し、よりよい将来を招来させることを目的とする。
（事　業）

第３条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

　（１）  在宅の要介護者等への訪問理美容
　（２）  介護福祉知識を持つ訪問理美容師の養成
　（３）  利用者向け福祉用品、災害地用施術キットの開発
　（４）  介護福祉研究会、技術講習会の運営
　（５）　施設児童芸術教室及び放課後見守りの実施　
（役　員）

第４条  本会に次の役員をおく。

        会長１名、 理事3名（うち副会長1名）、 会計１名、　顧問１名
（役員の選出）

第５条  会長・副会長・会計は、総会において選出する。

　　　　２　会長および副会長は、会員の互選とする。
（役員の任期）

第６条  役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任さ　

　　　　れた役員の任期は、前任者の残任期間とする。

　　　　２　役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わ　

　　　　なければならない。

（役員の任務）

第７条  会長は、本会を代表して会務を掌る。

　　　　２　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

　　　　３　会計は、本会の会計を担う。

（顧問及び参与）

第８条  本会に、顧問及び参与をおくことができる。

　　　　２　顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。

（経費等）

第１０条  本会の経費は、委託費・会費・助成金・寄付金その他の収入をもっ　

　　　　　てあてる。

　　　　　２　会費は、会員ごとに月額3,000円とし、毎月末日までに納入す　

　　　　　るものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を　

　　　　　許可する場合はこれを妨げない。

　　　　　３　会長が、月例ではない特別会費を必要とする場合は事由と論拠
　　　　　を示し、会員全員の同意の上、徴収するものとする。

（事業年度）

第１１条  本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

　　　　　尚、決算月は4月とする。

（その他）

第１２条  この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定め　

　　　　　る。

　　　　　２　本会がNPO法人格を得た時は、新たに定款を定めるものとする。
  　附  則：
　　本会則は、平成23年4月1日より改訂施行する。
　　　　　　　　　　　〒701-1152 岡山県岡山市北区津高140番の3  コザックス807号　
非営利任意団体 マールス福祉ネットワーク協議会

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　　　　　　山本康憲
　　　　　　　　　　　　　　　　理　事　　　　　　　　蓮岡賢一
